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１【提出理由】

当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしま

したので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号

の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1)当該事象の発生年月日

2026年５月19日

 
(2)当該事象の内容

当社及び当社グループ会社である武田ファーマシューティカルズU.S.A., Inc.ならびに武田ファーマシューティ

カルズアメリカ Inc.は、2026年5月18日（米国東部時間）、米国マサチューセッツ州連邦地方裁判所において

AMITIZA®（ルビプロストン）に係る反トラスト訴訟に関し、陪審により当社らに不利な評決を受け、原告に対す

る実損害額（単倍損害）として884,943,990米ドルの損害賠償が認定されました。米国の反トラスト法上、卸売業

者クラスに認定された損害賠償額（474,897,965米ドル）及び個別の小売薬局に認定された損害賠償額（合計

346,837,646米ドル）は、裁判所における判決の言い渡しにより、自動的に三倍となります。一方、最終支払者ク

ラスに認定された損害賠償額については、判決の言い渡しに先立ち、追加の裁判手続きの対象となります。当社

らは、本件について、評決後申立て及び控訴を含むあらゆる法的手段を通じて争う方針です。

 
(3)当該事象の損益及び連結損益に与える影響額

当該事象の発生が業績に与える影響額については、現在精査中であり、開示すべき事項が生じた場合には速やか

に公表します。

 
以　上

 

EDINET提出書類

武田薬品工業株式会社(E00919)

臨時報告書

2/2


	表紙
	本文
	１提出理由
	２報告内容

